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名古屋市教育委員会の 

｢学校生活介助アシスタント派遣事業｣ 受託のお知らせ 
（新規登録スタッフ 200 名増員へ ） 

 

 

 

当社は、このほど名古屋市教育委員会の｢学校生活介助アシスタント事業｣を受託し、5 月 11

日より名古屋市内の幼稚園および小中学校に対し、学校生活介助アシスタントの派遣を開始いた

します。 

 

｢学校生活介助アシスタント派遣事業｣は、普通学級（もしくは障害児学級）に通わせるには保

護者の介助が必要な障害をもつ児童生徒に対し、保護者が病気等で一時的に介助が困難な場合の

負担を軽減することを目的として、市教育委員会の要請を受けて介助要員を派遣する制度です。

名古屋市では昨年度より民間事業者に委託して実施されるようになり、当社は昨年に引き続き本

年度も受託いたしました。 

 

今回の受託により、1 日最大約 100 名の学校生活介助アシスタントが必要になります。そのた

め、新規登録スタッフを約 200 名増員し、市教育委員会の要請にきめ細かく対応できるよう、必

要な教育を実施していく計画であります。 

 

高齢化社会、高福祉社会を背景に福祉分野への人材の要請は年々高まっておりますが、一方で

こうした分野で活躍できる人材は社会的に見てまだ不足している状況です。 

当社は 2000 年より「介護サービス事業」に取り組んでまいりましたが、今回の受託を機に、

福祉分野で活躍できる人材を養成し、社会貢献の幅を更に広げてまいりたいと考えております。 

 

【学校生活介助アシスタント概要】 

1．実施主体 名古屋市教育委員会 

2．目  的 名古屋市立幼稚園および小中学校に在籍する障害のある児童生徒の介助を

行っている保護者が、病気等で一時的に介助が困難な場合、あるいは負担

軽減の観点から、各学校に「学校生活介助アシスタント」を派遣する。 

3．介助内容 ・学校内における移動の介助 

・学校内における排泄、着替え、食事等の介助 

・校外学習（宿泊を伴わない）における移動等の介助 

・学校内の安全配慮に関する介助 等 

 

 
 

【お問合せ先】 総務部 広報担当 森川 麗子     電話番号 052-953-5320 
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